
2020 年度５月 支部執行委員会 本部情勢報告ポイント 

（分会員配布用） 

１）5/8 県教委折衝（臨時休校関連） 

 

   ◯6/1 学校再開のイメージ 

…分散登校、特定学年だけ、全校一斉を想定（感染状況による為、今現在判断はできない） 

  ◯5/11 からの臨時休業中の登校日設定の目的 

…学習指導、生活指導、健康調査等 

  ◯臨時休業によって実施できなくなった授業について 

  …各学校の状況があるので、一律に県教委が夏休み短縮や土曜授業をもとめることはできない 

標準授業時数を下回ったことのみをもって、ダメということはない（県教委４月３日通知等）  

  ◯学校再開時の感染リスクについて 

…できる限りの防止対応を取ったとしても感染は起こりうるという認識でよい 

学校現場の責任を問うことはない 

 

 

２）6/4 地公労｢総務管理部長交渉｣の重点（現場動員せず本部専従で対応します） 

 

①状況に応じて臨時的賃金削減の廃止 

②低下した賃金水準の回復の具体策 

③労使合意による運用と検証(査定昇給、勤勉手当上位区分) 

④高齢層の昇給抑制に対する具体策(賃金水準維持、モチベーション維持) 

⑤教育職 1･2 級の号給増設 

⑥地域手当と特地･へき地手当の併給調整の解消 

⑦各種休暇の拡充（不妊治療の新設） 

⑧再任用、再雇用嘱託の賃金水準改善、休暇制度の拡充 

⑨業務の適正化による実効ある超勤･多忙化解消策 

⑩ハラスメントの防止対策 

⑪臨時的任用・会計年度任用職員の処遇改善 

  ⑫業務に必要な運営予算の確保 

 

 

 3）新高教第９０回定期大会の扱いについて 

 

    新型肺炎感染症拡大防止の観点から以下のようにします。（詳細については別途お知らせします） 

 

    定期大会（7 月18 日） → 中止 （書面議決対応） 

    支分代 （6 月20 日） → 中止 （議案説明は支部ごとに行う） 

    全分会オルグ（6 月下旬～7 月中旬） → 中止 

 

 

 4）新高教ホームページ  (http://www.shinkoukyou.net/)  新潟高教組で検索 

 
    ①新高教のとりくみをホームページにアップします 

②指示文書のダウンロードも可   ユーザー名、パスワードは分会長まで 
    ③その他 各種速報や本部に寄せられた情報、各種行事の開催予定等を検討中 

 

http://www.shinkoukyou.net/

